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１. 介護予防支援 基本報酬

概 要

➢ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも
踏まえたメリハリのある対応を行うことで、全体で＋1.59％を確保。

そのうち、介護職員の処遇改善分＋0.98％、その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員
以外の処遇改善を実現できる水準として＋0.61％。

これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋0.61％
の改定財源について、基本報酬に配分する。【告示改正】
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介護予防支援費 改定前 改定後

（Ⅰ）地域包括支援センターが行う場合 438単位 442単位

（Ⅱ）指定居宅介護支援事業所が行う場合 ー 472単位
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（新設）



２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
概 要 対象：介護予防支援

➢ 令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになる
ことから、以下の見直しを行う。

ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付ける
ことに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。【省令改正】【告示改正】

イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。【省令改正】

ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が
指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。

ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合（指定
居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所
の管理に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住
する者へのサービス提供加算の対象とする。【告示改正】
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２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
基 準 対象：介護予防支援

【解釈通知より】

❏指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所

１. 管理者
・主任介護支援専門員であり常勤専従

（当該指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所(※)の職務に
従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも常勤専
従でなくても差し支えない。）
※この場合、他の事業所とは、必ずしも指定介護予防サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例え
ば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない限り認められる。

・指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要
があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在と
なる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要
がある。

・また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と兼務する場合
（当該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）及び事故発生時や災害
発生等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定介護予防支援事業所又は利用者の居宅に駆け付ける
ことができない体制となっている場合は管理者の業務に支障があると考えられる。
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２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
基 準 対象：介護予防支援

❏指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所

１. 管理者（続き）
なお、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につい

ては、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。

【やむを得ない理由】
・ 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等不測の事態により、主任介護支援専門員

を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、
今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出た場合。

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予するとともに、利用者保護
の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができるこ
ととする。

・ 特別地域介護予防支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
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２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

基 準 対象：介護予防支援

❏指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所

２. 担当職員
• 介護支援専門員を、事業が円滑に実施できるよう、必要数を配置しなければならない。
• 当該居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を併せて受け、当該指定居宅介護支援事業所において指定介

護予防支援を行う場合にあっては、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務して差し支えない。
• 基準上は常勤又は専従等の要件を付していないが、指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者か

らの相談等に対応できる体制を整えている必要があり、担当職員がその業務上の必要性から、又は他の業務
を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用
者が適切に担当職員に連絡が取れるなど利用者の支援に支障が生じないよう体制を整えておく必要がある。

• また、担当職員が非常勤の場合や他の事業と兼務している場合にも、介護予防支援の業務については、介護
予防支援事業者の指揮監督に基づいて適切に実施するよう留意しなければならない。
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２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

6
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市役所

指定介護予防支援事業者
（地域包括支援センター）

指定居宅介護支援事業者

指定

委託も可

【報酬】
●介護予防支援費
●初回加算
●委託連携加算

【人員基準】
●必要な数の担当職員
（保健師、介護支援専門員、

社会福祉士等）

●管理者

市役所

指定介護予防支援事業者
（地域包括支援センター）

指定介護予防支援事業者
(指定居宅介護支援事業者)

【報酬】
●介護予防支援費(Ⅱ)
●初回加算
●特別地域介護予防支援費

加算等

【人員基準】
●必要な数の介護支援専門員

●管理者は主任介護支援専門員
(居宅介護支援と兼務可)

【報酬】
●介護予防支援費(Ⅰ)
●初回加算
●委託連携加算等

指定

指定
情報提供

【新設】

指定居宅介護支援事業者

委託も可

＜改定前＞ ＜改定後＞
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Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

○ 管理者について
（問122）指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第38 号）の附則の規定により、
令和９年３月 31 日までの間は、引き続き、令和３年３月 31 日における管理者である介護支援専門員（主任介護支援専
門員を除く）を管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、
上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。

（答）原則不可だが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

○ 地域包括支援センターからの介護予防支援の委託
（問123） 介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委
託を受けることは可能か。

（答）
• 可能である。
• 介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があるため、例えば、

指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に対し介護予防支援を提供する場合には、当該保険者の管轄
する地域包括支援センターからの委託を受ける場合が考えられる。

第１ 令和６年度改正事項

２. 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い



３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

概 要

➢ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点か
ら、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする
見直しを行う。【省令改正】

ア 利用者の同意を得ること。

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得てい
ること。

ⅰ 利用者の状態が安定していること。

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含む）。

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連
携により情報を収集すること。

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。
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要件を満たす場合、
オンラインでの

モニタリングが可能



３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

基 準

【解釈通知】

 利用者との面接は、原則、利用者の居宅を訪問することにより行うこととする。

 ただし、基準第 30 条第 16 号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であって、サービスの提供を開始する月
の翌月から起算して３月ごとの期間（以下「期間」という。）のうち、少なくとも２期間に１回は利用者の
居宅を訪問することによって面接を行うときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置
等を活用して、利用者に面接することができる。

 なお、テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合においても、利用者の状況に変化が認められた場合等に
おいては、居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適当である。

 また、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」等を遵守すること。
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（従前と変更なし）

特段の事情のない限り、少なくとも少なくともサービスの期間終了月、サービス提供した月の翌月から起算して３月
に１回のいずれかに該当する場合には利用者と面接を行うこと。

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を

主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合について
は、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。



３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
【解釈通知】テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下イからホに掲げる事項について留意すること。

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメ
リットを含め、具体的な実施方法（居宅への訪問は２期間に１回であること等）を懇切丁寧に説明することが重要である。な

お、利用者の認知機能が低下している場合など、同意を得ることが困難と考えられる利用者については、後述のロの要件の観

点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想定されない。

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に

例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断することが必要である。

・ 介護者の状況の変化が無いこと。

・ 住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む）

・ サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと

ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ電話装置等を介して、利用者の居宅において対面で
面接を行う場合と同程度の応対ができる必要がある。なお、テレビ電話装置等の操作については、必ずしも利用者自身で行う

必要はなく、家族等の介助者が操作を行うことは差し支えない。

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できない利用者の健康状態や住環境等の情報については、
サービス事業所の担当者からの情報提供により補完する必要がある。この点について、サービス事業所の担当者の同意を得る

とともに、サービス事業所の担当者の過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量については留意が必要で

ある。なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途通知する「情報連携シート」を参考にされた
い。

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への

立会時における主治の医師への意見照会や、サービス事業所の担当者との日頃の連絡調整の際の意見照会等も想定されるが、
いずれの場合においても、合意に至るまでの過程を記録しておくことが必要である。 10
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Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問106）テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の
準備をすることは可能か。

（答）訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えば ICT 機器の On/Off 等の協力などを行うことは差し支えないが、
具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。また、協
力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性
等については、状況に応じて判断する必要がある。

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問107）居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）を作成後、初回のモ
ニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。

（答）要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初回のモニタ
リングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能か
どうかを検討することが望ましい。

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問108）情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。

（答）テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収
集を依頼する項目のみを記載すればよい。

第１ 令和６年度改正事項

３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
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Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問109）サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記
録機能を活用する方法は認められるか。

（答）情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフト・アプリの記録機能を活
用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必
要な情報が得られるかを確認すること。

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問110）利用者に特段の事情がある場合には１月に１回（介護予防支援の場合は３月に１回）のモニタリングを行わ
なくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の
事情に該当するか。

（答）該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。

○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
（問111）文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し
支えないか。

（答）利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメリット・デメリットを含
め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。

第１ 令和６年度改正事項

３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング



13

Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

○ 福祉用具について
（問112）選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」とい
う。）に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会す
る必要があるか。

（答）追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の
心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は
要しない。

○ 福祉用具について
（問113）福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」とい
う。）作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要が
ある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対象福祉用
具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも６月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計
画等を作成した指定居宅支援事業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記
載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に６月以内に行う必要があるのか。

（答）必ずしも６月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関する情報提供があった後、速
やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を行うこと。

第１ 令和６年度改正事項

３. 他のサービス事業所との連携によるモニタリング



４. 身体的拘束等の適正化の推進
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概 要

➢ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録することを義務付ける。

基 準

【解釈通知】
❏身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな
らず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等と
してこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要で
ある。なお、当該記録は、２年間保存しなければならない。

第１ 令和６年度改正事項



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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概 要 対象：福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★

➢ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、
利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要
介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の
割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖を対
象とする。【告示改正】
➢ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、

以下の対応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用具

貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及び
デメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。【省令改正、通知改正】
※ 介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。→次頁参照

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後
６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。【省令
改正】

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福
祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの
要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の
指導、修理等（メンテナンス）を行うよう努めることとする。【省令改正】

第１ 令和６年度改正事項

★印は介護予防についても適用



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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概 要

【解釈通知】
 対象福祉用具を介護予防サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を

確保する観点から、基準第 30 条第５号の規定に基づき、介護予防福祉用具貸与又は介護予防特定福祉用具販
売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよ
う、必要な情報を提供しなければならない。

 なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっては、利用者へのアセスメントの結
果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担
当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意見書による方法のほ
か、医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。

 なお、介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議
を開催して、利用者が継続して介護予防福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに
検証し、継続して介護予防福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護予防サービス計画
に記載しなければならない。なお、対象福祉用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリング
の結果も踏まえること。

第１ 令和６年度改正事項



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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第１ 令和６年度改正事項

貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス

〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員は、
利用者に対し、以下の対応を行う。

・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等

＜貸与後＞ ※ 福祉用具専門相談員が実施

・ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討
＜販売後＞
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方

法の指導や修理等をを行うよう努める。
・ 商品不具合時の連絡先を情報提供



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

〇 特定福祉用具販売種目の再支給等について
（問98）特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。

（答）居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第 70 条第２項にお
いて「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介
護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介
護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされており、「その他特別な事情」とは、
利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給のほか、ロフストランドクラッチやスロープ
のような種目の性質等から複数個の利用が想定される場合も含まれる。

〇 貸与と販売の選択制における令和６年４月１日（以下、「施行日」という）以前の利用者について
（問99） 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護
予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目（平成11 年厚生省告示第 94 号）第７項～第９項にそれぞ
れ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」（以下、「選択制の対象福祉用具」という）を施行日以前よ
り貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。

（答）貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定福祉用具販売事業
者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。

第１ 令和６年度改正事項



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

（問100）施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリング時期はいつになるのか。

（答）施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを実施
することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利用者ごとに適時適切に実施すること。

〇 貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について
（問101）福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったもの
が考えられるか。

（答）利用者の選択に当たって必要な情報としては、
・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する

見通し
・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数（※）
等が考えられる。
※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数（出典：介護保険総合データベース）
・ 固定用スロープ：13.2ヶ月 ・ 歩行器 ：11.0ヶ月
・ 単点杖 ：14.6ヶ月 ・ 多点杖 ：14.3ヶ月

第１ 令和６年度改正事項



５. 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

20

Q&A 介護保険最新情報Vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ(Vol.１)令和６年３月15 日」

〇 担当する介護支援専門員がいない利用者について
（問102）担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所に選択制の対
象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考えられるのか。

（答）相談を受けた福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所は、当該福祉用具は貸与と販売を選択できること
を利用者に説明した上で、利用者の選択に必要な情報を収集するために、地域包括支援センター等と連携を図り対応す
ることなどが考えられる。

〇 貸与と販売の選択に係る情報提供の記録方法について
（問103）福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を何に記録す
ればよいのか。

（答）福祉用具貸与・販売計画又はモニタリングシート等に記録することが考えられる。

（問104）選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。

（答）販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基づき、決定されるも
のと考えている。

〇 スロープの給付に係るサービス区分に係る判断基準ついて
（問105）スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」、「住宅改修」に区別し
給付すればよいのか。
（答）取り付けに際し、工事を伴う場合は住宅改修とし、工事を伴わない場合は福祉用具貸与又は特定福祉用具販売と
する。

第１ 令和６年度改正事項



６. 公正中立性の確保のための取組の見直し

21

概 要

➢ 介護予防支援事業者が「介護予防サービス計画原案に位置付けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明
を求めることが可能であること」に関して利用者に説明を行うことについて、努力義務とする。【解釈通知改正】

基 準

＜現行＞

介護予防サービス計画の作成にあたって利用者から介
護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等
の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付
けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め
ることが可能であること等につき十分説明を行わなけれ
ばならない。

なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行
うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加
えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理
解したことについて必ず利用申込者から署名を得なけれ
ばならない。

＜改定後＞

介護予防サービス計画の作成にあたって利用者から担当
職員に対して複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介
を求めること等につき十分説明を行わなければならない。
なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに
当たっては、併せて、介護予防サービス計画原案に位置付
けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求
めることが可能であることについても説明を行うとともに、
理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を
懇切丁寧に行い、それを理解したことについて利用申込者
から署名を得ることが望ましい。

第１ 令和６年度改正事項

努力義務化
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概 要 対象：居宅介護支援、介護予防支援

➢ 退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅
サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされ
ている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。【通知改正】

算定要件等

○ 介護予防支援の具体的取扱方針に以下の規定を追加する ※赤字が追記部分

＜介護予防支援の具体的取扱方針＞

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指
導及び介護予防短期入所療養介護については、主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）がその必要
性を認めたものに限られるものであることから、担当職員は、これらの医療サービスを介護予防サービス計画に位置付
ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、担当職員は、あらかじめ、利
用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を
踏まえて作成した介護予防サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、交
付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要支援認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に
限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関
からの退院患者において，退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師によ
る意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。（後略）

第１ 令和６年度改正事項
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■ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）

■ 富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年富士市条例第22号）

■ 富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める規則（平成27年富士市規則第30号）

■ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準について（平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第0331016号）

■ 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第129号）

■ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成
18年３月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）
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1. 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるよ
うに配慮して行われるものでなければならない。

2. 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利
用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を
踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若
しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。

4. 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定
居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的
な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5. 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その
従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険
等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

Ⅰ 基本方針
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１. 従業者の員数

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員
数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職
員（以下「担当職員」という。）を置かなければならない。

２. 管理者

❏地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業所

・常勤専従（介護予防支援の業務又は当該指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務に従事
する場合はこの限りでない。）

・指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要
があるものであり、管理者が指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務を兼務していて、
その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切
に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。

【解釈通知】★令和６年度改正（解釈通知において以下の事項が新設されました）
介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の指定介護予防支援の提供を行うため、当該指定介護予防支援事業所の担当職

員等の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させる
ために必要な指揮命令を行う必要がある。また、管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業
者の資質向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成していくことが重要である。

Ⅱ 人員に関する基準

★指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所については、第1「2.令和６年度改正事項」ｐ2参照



１. 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携（条例第３条第4項）

○ 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、指定介護予防支援
の担当職員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定介護支援事業者が特定相談
支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。

２. 契約時の説明等（規則第５条第２項）

★令和６年度改正事項

指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対して、
〇 複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めること等につき十分説明を行わなければならない。
〇 なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、併せて、介護予防サービス計画原

案に位置付けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であることにつき説明
を行うとともに、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うことや、それを
理解したことについて利用申込者から署名を得ることが望ましい。

３. 入院時における医療機関との連携促進（規則第５条第３項）

○ 利用者の入院時における医療機関との連携を促進する観点から、介護予防支援の提供の開始に当たり、利用
者等に対して、入院時に指定介護予防支援の担当職員（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業
者の場合にあっては介護専門員。以下、同じ。）の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義
務づける。

第３ 人員基準、運営基準
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Ⅲ 運営に関する基準



４. 勤務体制の確保（規則第19条第4項）

○ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性
的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員
の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

❏ハラスメント対策の強化 ★令和４年４月１日から義務化

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関係

を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示

第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意された

い内容は以下のとおりである。

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

従業者に周知・啓発すること。

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、

労働者に周知すること。

第３ 人員基準、運営基準
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Ⅲ 運営に関する基準 運営指導において、取組が行われていない
事業所が散見されますので、ご留意ください。



４. 勤務体制の確保

❏ハラスメント対策の強化 （続き）

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のため

に、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人

で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じ

た取組）が規定されている。

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、

イの必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員

向け）研修のための手引き」※等を参考にした取組を行うことが望ましい。

※掲載先：厚生労働省ホームページホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や

介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業者が行う各種研修の費用等について助

成等を行っていることから、事業主はこれからの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進する

ことが望ましい。

第３ 人員基準、運営基準
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Ⅲ 運営に関する基準



５. 業務継続計画の策定等（規則第19条の2）

1. 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2. 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施しなければならない。

3. 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの
とする。
➢ 未実施減算が導入される。「令和６年度改正事項（全サービス共通）」第2 ⑥「業務継続計画未策定事業所に対する
減算の導入」を参照。

⑴ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新
型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイ
ドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応
じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

イ 感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）

ロ 災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
ｃ 他施設及び地域との連携

第３ 人員基準、運営基準
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Ⅲ 運営に関する基準
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Ⅲ 運営に関する基準

５. 業務継続計画の策定等

⑵ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、
緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な
教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する
こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施す
ることも差し支えない。

⑶ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基
づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施す
るものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的
に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの
を適切に組み合わせながら実施することが適切である。

 なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者
との連携等により行うことも差し支えない。

 また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあ
たっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

 さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項
目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。



６. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置（規則第21条の2）

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、
次に掲げる措置を講じなければならない。
1. 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるもの
とする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図るこ
と。

2. 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3. 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。
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Ⅲ 運営に関する基準



６. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委員

会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、
感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの
責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）
を決めておくことが必要である。

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催すると
ともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ
電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用し
て行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し
支えない。

また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え
ない。
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Ⅲ 運営に関する基準
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Ⅲ 運営に関する基準

６. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針
当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定す

る。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防
策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課
等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。

また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。
なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。

③感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等
の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うもの
とする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年1回以上）を開催するとともに、新規採
用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事
業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年１
回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針
及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。訓練の実
施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切
である。
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Ⅲ 運営に関する基準

７. 秘密保持（条例第23条）

1. 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を漏らしてはならない。

2. 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3. 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議（第31条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。）等に
おいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の
同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

●運営指導● 助言事項

指定介護予防支援の提供に当たり、利用者だけでなく、その家族の個人情報を適切に使用するため、「個
人情報の使用に関する同意書」に家族代表者が記名する欄を設けるとともに、家族代表者からも同意を得る
ようにしてください。
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Ⅲ 運営に関する基準

８. 虐待の防止（規則第27条の2）

指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1. 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して
行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る
こと。

2. 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

3. 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

4. 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

また、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を規定すること。
 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じなければならない旨を規定。虐待の防止

に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が
疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。



第３ 人員基準、運営基準

36

Ⅲ 運営に関する基準

８. 虐待の防止
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見
に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構
成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待
防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、
一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。なお、虐待防
止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実
施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚
生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討すること
とする。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必
要がある。

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
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Ⅲ 運営に関する基準

８. 虐待の防止

② 虐待の防止のための指針
「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項
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Ⅲ 運営に関する基準

８. 虐待の防止

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するものであるとともに、当該指定介護予防支援事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を
行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護予防支援事業者が指針に基づいた研修プログラム
を作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実
施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差
し支えない。

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者
事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の

担当者を置くことが必要である。
当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。



10. サービス担当者会議の出席者を明確化（規則第31条第９号）

○ サービス担当者会議の開催については、介護予防サービス計画の作成に係る利用者とその家族の参加を基本
とすることを明確化する。

11. ⑴平時からの医療機関との連携促進（規則第31条第14号の２）

ア 担当職員は、訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際
に把握した利用者の状態等について、主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。

11. ⑵平時からの医療機関との連携促進（規則第31条第21号の２）

イ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める
こととされているが、この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画（ケアプラン）を交付するこ
とを義務づける。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

○ 利用者の課題分析から介護予防サービス計画の利用者への交付に掲げる一連の業務については、基本方針
を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきもの
ですが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれ
ば、業務の順序について拘束するものではありません。

○ この場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果
に基づいて必要に応じて介護予防サービス計画を見直すなど、適切な対応を行ってください。

第1号 担当職員による居宅サービス計画の作成

○ 管理者は、介護予防サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を保健師等の担当職員に担当させること。

第2号 指定介護予防支援の基本的留意点

○ 利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの目標に向けての意欲の向上と相まって行われるよう、指定介
護予防支援について利用者及びその家族の十分な理解を求めること。

○ 指定介護予防支援を懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法等について理解しやすいようにわか
りやすく説明を行うこと。

〇 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や
むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

〇 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得
ない理由を記録しなければならない。 ★身体拘束に関する事項が追加されました。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第3号 計画的な指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等の利用

○ 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状態等に応じて、継続的か
つ計画的に介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等を提供すること。

○ 介護予防サービス計画の作成又は変更に当たり、計画的に指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サー
ビス、地域の住民による自発的な活動等の提供が行われるようにすること。

第４号 総合的な介護予防サービス計画の作成

○ 介護予防サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成すること。

○ 介護予防サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者やその家族の意向を踏まえた課題分析の結果に
基づき、予防給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な
活動によるサービス等を含めて介護予防サービス計画に位置付けることにより総合的かつ目標指向的な計画と
なるよう努めること。

○ 介護保険制度の基本理念等について、利用者が十分理解できるよう、担当職員は丁寧に説明をし、適切な
サービスを利用者が選択できるよう専門的な観点から利用者の個別性を踏まえ、助言すること。

○ 当該日常生活全般を支援する上で、利用者やその家族の意向を踏まえた課題分析の結果に基づき、予防給付
等対象サービスであるか否かに関わらず、地域で不足していると思われるサービス等が提供されるよう関係機
関等に働きかけていくこと。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第５号 利用者自身によるサービスの選択

○ 利用者自身が主体的に意欲をもって介護予防に取り組むことを基本に、これを支援すること。

○ 利用者による適切なサービスの利用に資するよう、利用者から介護予防サービス計画案の作成にあたって複
数の指定介護予防サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応するとともに、介護予防サー
ビス計画案を利用者に提示する際には、当該利用者が居住する地域の指定介護予防サービス事業者、指定地域
密着型介護予防サービス等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提
供すること。

○ 特定の指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスに不当に偏した情報を提供するよ
うなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる介護予防サービス計画原案
を最初から提示するようなことがあってはならない。

○ 例えば集合住宅等において、特定の指定介護予防サービス事業者のサービスを利用することを、選択の機会
を与えることなく入居条件とするようなことはあってはならないが、介護予防サービス計画についても、利用
者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定介護予防サービス事業者のみを介護予防サービス計画に位
置付けるようなことはあってはならない。

○ 地域の指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス等の情報を提供するに当たっては、
都道府県又は指定情報公表センターが公表を行っている情報等についても活用されたい。
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第６号 課題分析の実施

○ 介護予防サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されること。

○ 介護予防サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこと。

○ 課題分析では、利用者の有する生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者が日常生
活をおくる上での運動・移動の状況、日常生活（家庭生活）の状況、社会参加、対人関係・コミュニケーショ
ンの状況、健康管理の状況をそれぞれ把握し、利用者及びその家族の意欲・意向を踏まえて、領域ごとに利用
者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日
常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握すること。

第７号 課題分析における留意点

○ 課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由
がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合において、
事前に要支援認定の認定調査結果、主治医意見書等により、一定程度利用者の状態を把握しておくこと。

○ 面接に当たっては、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、担当職員は、面接
の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ること。このため、担当職員は面接技法等の研
鑽に努めること。

○ アセスメントの結果について記録するとともに、当該記録は２年間保存すること。
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第８号 介護予防サービス計画原案の作成

○ 介護予防サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識した上で、目
標指向型の介護予防サービス計画原案を作成すること。

○ 介護予防サービス計画原案は、利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及
びその家族の意向を踏まえ、当該地域における指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等が
提供される体制を勘案した上で、実現可能なものとすること。

○ 当該介護予防サービス計画原案には、目標、目標についての支援のポイント、当該ポイントを踏まえ、具体
的に本人等のセルフケア、家族、インフォーマルサービス、介護保険サービス等により行われる支援の内容、
これらの支援を行う期間等を明確に盛り込み、当該達成時期には介護予防サービス計画及び各指定介護予防
サービス、指定地域密着型介護予防サービス等の評価を行い得るようにすること。

●運営指導● 助言事項

介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の生活全般を支援する観点から、予防給付の対象となる
サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の
利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めてください。



第４ 指定介護予防支援の具体的取扱等について

45

Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第９号 サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

○ 新規に介護予防サービス計画原案を作成したときは、利用者の情報を各サービスの担当者等で共有するとと
もに、利用者が抱えている課題、目標、支援の方針等について協議し、各サービスが共通の目標を達成するた
めに具体的なサービスの内容として何ができるかについて相互に理解するなどについて、利用者や家族、介護
予防サービス計画原案作成者、介護予防サービス計画原案に位置付けた指定介護予防サービスの担当者、主治
医、インフォーマルサービス担当者等からなるサービス担当者会議を必ず開催すること。

○ 各サービスの担当者でサービス担当者会議に参加できない者については、照会等により専門的見地からの意
見を求めれば差し支えないこととされているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利
用者の状況等についての情報や介護予防サービス計画原案の内容を共有できるようにすること。

○ サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、当該記録は２年間保存
すること。
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第９号 サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

ポ
イ
ン
ト

○ テレビ電話装置等を活用してのサービス担当者会議実施が可能となります。

○ 利用者やその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の利用について、当該利用者等の同
意を得る必要があります。

○ テレビ電話装置等の活用に当たっては、
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（個人情報保護委員

会・厚生労働省）
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）等を遵守する必要があります。

●運営指導● 助言事項

要支援更新認定時のサービス担当者会議について、指定居宅介護支援事業者に委託している場合にあっては、
全てのケースにおいて地域包括支援センターの職員が出席する必要はありませんが、介護予防支援経過記録に
介護予防サービス計画原案を確認したことや指定居宅介護支援事業所と連携した内容等を残すよう留意してく
ださい。

●運営指導● 助言事項

サービス担当者会議の開催に当たって、担当者会議開催後に照会をかけているケースが確認されました。や
むを得ない理由によりサービス担当者会議に出席できない担当者に対し照会を行う場合は、サービス担当者会
議の開催前に照会結果をもらうように調整を行い、利用者の状況等についての情報や介護予防サービス計画原
案の内容を共有してください。
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第10号 介護予防サービス計画の説明及び同意

○ 作成された介護予防サービス計画の原案についても、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書
によって利用者の同意を得ること。

●運営指導● 指摘事項

要支援認定の区分変更申請に際し、再アセスメントを行った記録及びサービス担当者会議の記録が確認できなかった。また、
暫定の介護予防サービス計画を作成しておらず、認定結果が出たあとに介護予防サービス計画を作成し、利用者の同意を得
ていた。➡介護予防サービス計画に位置付けることで、介護予防サービスは現物給付の対象となるものであることから、区
分変更申請等により介護予防サービス計画を変更する必要が生じた場合は、介護予防サービ計画作成に当たっての一連の業
務を行うこと。

第11号 介護予防サービス計画の交付

○ 介護予防サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及びサービスの担当者に交付すること。

○ 交付した介護予防サービス計画は、２年間保存すること。

第12号 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼
○ 担当者に介護予防サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、介護予防サービス計

画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認すること。

○ この確認については、介護予防サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ましい。

○ サービス担当者会議の前に介護予防サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者会議に個別サービス計画案の
提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である。
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第13号 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取

○ サービスの担当者に対して介護予防サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、
各サービスの担当者との共有、連携を図った上で、各サービスの担当者が自ら提供する介護予防サービス、地域密着型介護
予防サービス等の当該計画における位置付けを理解できるように配慮するとともに、当該サービスの担当者が介護予防サー
ビス計画の内容に沿って個別サービス計画を作成されるよう必要な援助を行うこと。

○ 利用者の状況や課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定介護予防サービス事業者（指定介護予防福祉用具貸
与も含む）、地域密着型介護予防サービス事業者等により把握されることも多いことから、担当職員は、当該指定介護予防
サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等のサービスの担当者と緊密な連携を図り、設定された目標との
関係を踏まえて利用者の状況や課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制を整備すること。

○ 各サービスの担当者がサービスの実施を開始した後は、それぞれのサービスの担当者から、少なくとも１月に１回、指定
介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等への訪問、電話、ＦＡＸ等の方法により、サービスの
実施状況、サービスを利用している際の利用者の状況、サービス実施の効果について把握するために聴取すること。

第14号 介護予防サービス計画の実施状況等の把握
○ 設定された目標との関係を踏まえつつ利用者の有する生活機能の状況や課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用

者に提供し続けること。

○ 設定された目標との関係を踏まえつつ利用者の有する生活機能の状況や課題の変化に留意することが重要であり、介護予
防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下
「モニタリング」という。）を行うこと。

○ 設定された目標との関係を踏まえつつ利用者の有する生活機能の状況や課題の変化が認められる場合等必要に応じて介護
予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等との連絡、調整その他
の便宜の提供を行うこと。
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第14号 介護予防サービス計画の実施状況等の把握

○ 利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の医師若しくは歯科医師又
は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあたり有効な情報である。このため、指定介護予防支援の提供に当た
り、例えば、

■ 薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している

■ 薬の服用を拒絶している

■ 使いきらないうちに新たに薬が処方されている

■ 口臭や口腔内出血がある

■ 体重の増減が推測される見た目の変化がある

■ 食事量や食事回数に変化がある

■ 下痢や便秘が続いている

■ 皮膚が乾燥していたり湿疹等がある

■ リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬
剤師の助言が必要であると担当職員が判断したものについて、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するもの
とする。なお、ここでいう「主治の医師」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定
されないことに留意すること。
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第15号 介護予防サービス計画の実施状況等の評価

○ 介護予防サービス計画では、設定された目標との関係を踏まえた利用者の有する生活機能の状況や課題を基
に利用者の目標とする生活を実現するためのさらなる具体的な目標を定め、当該目標を達成するために介護予
防サービス、地域密着型介護予防サービス等を期間を定めて利用すること。

○ 介護予防サービス計画で定めた期間の終了時には、定期的に、介護予防サービス計画の実施状況を踏まえ、
目標の達成状況を評価し、評価の結果により、必要に応じて介護予防サービス計画の見直しを行うこと。

○ 評価の実施に際しては、利用者の状況を適切に把握し、利用者及び家族の意見を徴する必要があることから、
利用者宅を訪問して行うこと。

○ 介護予防サービス計画の評価の結果は２年間保存すること。



第４ 指定介護予防支援の具体的取扱等について
Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第16号 モニタリングの実施

★令和６年度改正事項

担当職員は、第14号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定
介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければな
らない。
ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、利用者に面接すること。
イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、

サービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）について、少
なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ
電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。
⑴ テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
⑵ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
（ⅰ）利用者の心身の状況が安定していること。
（ⅱ）利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
（ⅲ）担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価機関が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接す

ること。

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）におい
ては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス基準規則第116条第１項に規定する
指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問するなどの方法により利用者に面接するよう努めるとともに、
当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

オ （省略） 51
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第17号 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取

○ 利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催、
サービスの担当者に対する照会等により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、サービスの担当
者から、専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービ
ス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

○ やむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担
当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな
変化が見られない場合等が想定される。

○ 当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記録するとともに、当該記録は、２
年間保存すること。

○ サービスの担当者からの意見により、介護予防サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記
載及び保存について同様に取扱うこと。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第18号 介護予防サービス計画の変更

○ 介護予防サービス計画を変更する際には、原則として、「Ⅱ 指定介護予防支援の具体的取扱方針」３から12ま
でに規定された介護予防サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うこと。

○ 利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等で、担当職員が①に掲げる一連の業務を行う必
要性がないと判断したもの）を行う場合には、この必要はないものとする。ただし、この場合においても、担当職員
が、設定された目標との関係を踏まえた利用者の状況や課題の変化に留意することが重要である。

第19号 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供

○ 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅に
おいて日常生活を営むことが困難となったと認められ、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、
利用者の要介護認定の申請の援助を行い、利用者が要介護認定をと受けた上で、介護保険施設はそれぞれ医療機能等
が異なることに鑑み、主治医の意見を参考にする、主治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介その他の便
宜の提供を行うこと。

第20号 介護保険施設との連携

○ 介護保険施設等から退院又は退所しようとする者で要支援認定を受けた者等から介護予防支援の依頼があった場合には、
居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を介護保険施設等
の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提としたアセスメントを行った上で介護予防サービス計
画を作成する等の援助を行うこと。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第21号、第22号 主治の医師等の意見等 ★令和６年度改正事項ありｐ22参照
○ 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及

び介護予防短期入所療養介護については、主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）等がその必要性を認
めたのに限られるものであることから、担当職員は、これらの医療サービスを介護予防サービス計画に位置付ける場合に
あって主治の医師等の指示があることを確認すること。

○ 利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、担当職員は、あらかじめ、利用者の同意を得
て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した介
護予防サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付すること。

○ 交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治の医
師等」については、要支援認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。

○ 医療サービス以外の指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等を介護予防サービス計画に位置付ける場
合にあって、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、担当職
員は、当該留意点を尊重して介護予防支援を行うものとする。

第23号 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の介護予防サービス計画への位置付け

○ 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護（以下「介護予防短期入所サービス」という。）は、利用者の
自立した日常生活の維持のために利用されるものであり、指定介護予防支援を行う担当職員は、介護予防短期入所サービス
を位置付ける介護予防サービス計画の作成に当たって、利用者にとってこれらの介護予防サービスが在宅生活の維持につな
がるように十分に留意すること。

○ この場合において、介護予防短期入所サービスの利用日数に係る「要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えない」と
いう目安については、原則として上限基準であることを踏まえ、介護予防サービス計画の作成過程における個々の利用者の
心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、適切な介護予防サービス計画を作成すること。
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Ⅰ 指定介護予防支援の具体的取扱方針（富士市規則第31条）

第24号・第25号 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売の介護予防サービス計画への反映

○ 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等と踏まえて、
その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の
過程を別途記録すること。

○ 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売を位置付ける場合には、
サービス担当者会議を開催し、当該計画に介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売が必要な理由を記載
すること。

○ 介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、
利用者が継続して介護予防福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して介
護予防福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護予防サービス計画に記載すること。

【解釈通知】

対象福祉用具を介護予防サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点
から、介護予防福祉用具貸与又は介護予防特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及
びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければならない。なお、対象福祉用具の提案を行う際、
利用者の心身の状況の確認に当たっては、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの
意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的
な方法は、主治医意見書による方法のほか、医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。
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第26号 認定審査会意見等の介護予防サービス計画への反映

○ 認定審査会意見が被保険者証に記されているときは、当該意見に従って、当該被保険者に当該指定介護予防
サービスを提供するように努めること。

○ 利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその趣旨（介護予防サービス種類に
ついては、その変更の申請ができることを含む。）について説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護
予防サービス計画を作成すること。

第28号 地域ケア会議への協力

○ 地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努め
ること。

○ 地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケ
アマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築及び個別ケー
スの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行うことなどを目的としていることから、指定居宅介護支
援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的な協力が求められることを申し添える。

第29号 介護予防サービスの検証への協力

〇 介護予防サービスの検証の実施にあたり、市町村長から情報の提供を求められた場合に応じなければならな
い。
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Ⅱ 介護予防支援の提供に当たっての留意点（富士市規則第32条）

○ 介護予防が単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった利用者の特定の機能を向上させることを目的とす
るものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整などを通じて、利用者ができる限り要介護状態になら
ないで自立した日常生活を営むことができるよう総合的支援することを目的として行われるものである。

○ 担当職員は、支援を行うことによって利用者がどのような生活を営むことができるのかということを常に
留意しながら、支援を行うこと。

○ 介護予防の取組は、あくまでも利用者が自ら主体的に取り組むことが不可欠であり、そうした主体的な取
組がなければ介護予防の十分な効果も期待できないおそれがあることから、担当職員は、介護予防支援の提
供を通じて、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な
働きかけを行うこと。

○ 利用者の状態に応じた目標を設定し、利用者が介護予防に意欲を持って主体的に取り組んだり、支援を受
けることによってどのような生活を営めるようになるのかを理解することが重要である。

○ また、介護予防サービス事業者等が設定された目標を共有することにより、その目標を達成するために適
切な支援を行うことが重要であることを規定したものである。この場合、利用者が主体的に目標の達成に取
り組めるよう、利用者と一緒に目標を設定すること。

○ 介護予防の取組が利用者のできる行為を増やし、自立した生活を実現することを目指すものであることか
ら、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことが基本であり、利用者のできる能力を阻害する
ようなサービスを提供しないよう配慮すること。
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Ⅱ 介護予防支援の提供に当たっての留意点（富士市規則第32条）

○ 介護予防においては利用者の生きがいや自己実現のための取組も含めて利用者の生活全般を総合的に支援
することが必要であり、介護予防支援の提供に当たっては、介護予防サービスのみで利用者を支援するので
はなく、利用者自身の取組や家族の支援、様々な保健医療サービスや福祉サービス、地域における住民の自
発的な活動など多様な主体によるサービスがサービス担当者会議等の機会を通じてそれぞれ連携して提供さ
れるよう配慮すること。

○ 地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持たせること。

○ 具体的には、要支援者の心身の状態が改善したり、悪化することにより、地域支援事業における２次予防
事業の対象者となったり、要介護者と認定されることがある。また、２次予防事業の対象者の心身の状態が
悪化したり、要介護者の心身の状態が改善することにより要支援者と認定されることもある。

○ このような場合に、利用者に対する支援が連続性及び一貫性を持って行われるよう、指定介護予防支援事
業者が地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者と連携を図ること。

○ 利用者が要支援に至る過程やその状態は様々であり、また、利用者の意欲や生活の状況等によって、その
取組の方法についても利用者によって様々であることから、一人ひとりの利用者に応じて、効果的なサービ
スが提供されるよう支援すること。

○ 介護予防支援の提供を通じて利用者の機能が改善した場合には、その機能が維持できるように、利用者自
らが継続的に意欲を持って取り組めるよう支援すること。
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指定介護予防支援の一部を委託することができる指定居宅介護支援事業者の範囲

以下のいずれかの研修を修了した介護支援専門員が従事する居宅介護支援事業者に指定介護予防支援の一部を委託できる。

⑴ 静岡県が実施する「介護予防ケアマネジメント実務者研修」

⑵ 富士市が実施するカリキュラムに介護予防ケアマネジメントの内容が含まれている「介護支援専門員基礎研修」

⑶ 平成19年1月以降に各都道府県が実施した、カリキュラムに介護予防ケアマネジメントの内容が含まれている「介護支援
専門員実務研修」、「介護支援専門員再研修」、もしくは「介護支援専門員更新研修（実務未経験者対象）」

⑷ 指定介護予防支援事業者が開催する介護予防ケアマネジメントに関する研修

※1 上記⑴から⑷のいずれかの研修を修了した介護支援専門員は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」（平成18年3月31日老振発第0331003号、
老老発第0331016号）の第2の3運営に関する基準に定める「都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する
必要な知識及び能力を有する介護支援専門員」に該当することになります。

※2 既に委託している指定居宅介護支援事業者については、⑴から⑷のいずれかの研修を修了している介護支援専門員が従
事しているか改めてご確認ください。⑴から⑷のいずれの研修も修了していない介護支援専門員しか従事していない指定居宅
介護支援事業者については、各地域包括支援センターにおいて⑷の研修を実施してください。

※3  なお、⑴又は⑵の研修は、介護予防ケアマネジメントに係る研修内容が毎回違うため、委託先の指定居宅介護支援事業者
に対しては、効果的な介護予防ケアマネジメントの実現を図るために、⑵の研修を毎回受講するよう促していただくか、各地
域包括支援センターにおいて、⑴の研修内容を踏まえ、定期的に⑷の研修を実施していただくようお願いいたします。
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Ｑ＆Ａ

答１ 委託できます。ただし、研修を修了した介護支援専門員が同一事業所の他の介護支援専門員に伝達研修等を
行っていることが必要となります。

答２ 修了証等で確認し、確認した内容を記録することが望ましいですが、修了証等の提示ができない場合には、受
講した研修名、受講日、研修実施機関等を聞き取り、記録してください。

答３ 地域包括支援センターにおいて受講した介護支援専門員の氏名と勤務先を把握する必要はありますが、他の圏
域の地域包括支援センターが委託する場合もあることから、居宅介護支援事業者への確認を適切に行うことができ
るよう修了証を発行することが望ましいと考えます。

問１ 介護予防ケアマネジメントに関する研修を修了した介護支援専門員が１人でも従事していれば委託できるの
か。

問２ 研修修了者であることの確認の際には、修了証等の提示を求める必要があるのか。

問３ 地域包括支援センターが実施する研修の受講者に対して、修了証等の発行は必要か。

第５ 指定介護予防支援の業務の委託

問４ 地域包括支援センターが実施する研修の内容や研修の時間はどの範囲まで必要か。

答４ 介護予防ケアマネジメントに必要な研修の内容や時間は、受講する介護支援専門員が有する知識や能力に応じ
て、研修を実施する地域包括支援センターが判断してください。なお、集団に対しての研修のほか、居宅介護支援
事業所に出向いての個別研修を実施することも可能としますが、一般的な研修会や勉強会等の日時や会場等を指定
し資料等を用意した研修形態で行ってください。
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Ⅰ 基本報酬

介護予防支援費 ★令和６年度改正事項
（Ⅰ）地域包括支援センターが行う場合 ：442単位
（Ⅱ）指定居宅介護支援事業所が行う場合 ：472単位

Ⅱ 減算

１. 高齢者虐待防止措置未実施減算

★令和６年度改正事項（新設）
➢ 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算
→詳細は「令和６年度改正事項（全サービス共通）」第2「⑦高齢者虐待防止の推進」を参照。

２. 業務継続計画未策定減算

★令和６年度改正事項（新設）
➢ 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算

（感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている
場合には、令和７年３月31日までの間適用しない。）

→詳細は「令和６年度改正事項（全サービス共通）」第2「⑥業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」
を参照。
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Ⅲ 加算

１. 初回加算

⑴ 単位数 300単位/月
⑵ 算定要件等

〇 指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支
援を行った場合に１月につき所定単位数を加算。

２. 委託連携加算

⑴ 単位数 300単位/月
⑵ 算定要件等

○ 指定介護予防支援事業所（地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係
る事業所に限る。）が指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情
報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開
始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度して算定する。

※ 当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定を行うよう求める。
※ 初回加算との同時算定可能。
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Ⅲ 加算

２. 委託連携加算

❏❏委託連携加算の算定のイメージ❏❏
① 4月から介護予防支援を開始する者について、4月に包括から居宅へ委託する場合。

② 4月から包括で介護予防を行っていたものについて、9月から居宅へ委託する場合。

③ 4月からA居宅に委託していた者について、9月からB居宅に新たに委託する場合。

④ 4月からA居宅に委託していた者が、事由（例：利用者の入院等）により6月で介護予防支援を終了。10月か
ら介護予防支援を再開するにあたり、改めてA居宅に委託する場合。

※網掛け部が当該加算算定可能日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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Ⅲ 加算

２. 委託連携加算

○ 委託連携加算について（令和２年度富士市集団指導における質問回答について）

問 同一の包括支援センター内で居宅変更が行われた場合でも算定できると思うが、どのような連携を取れば算
定可能か。また、提供した情報の記録は委託先の居宅介護支援事業所だけに残していれば良いか。

答 委託連携加算は、「利用者に係る必要な情報」を「居宅介護支援事業所」に提供し、介護予防サービス計画
の作成等に協力した場合に算定が可能となります。従って、同一の包括支援センター内での居宅変更であっても
算定は可能となります。

情報の提供に当たっては、必ずしも所定の様式を用いる必要はないため、支援経過に記録することでも良いと考
えますが、提供した情報も踏まえて介護予防サービス計画を作成するため、当該提供した情報の記録は、介護予
防支援事業所と居宅介護支援事業所の両者に残すようにしてください。

問 居宅介護支援事業所に提供となっているが、要介護から要支援になった場合は居宅から情報を得ることの方
が多いがその場合も算定できるのか。

答 介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に「利用者に係る必要な情報」を提供してない場合には算定要件
を満たさないため、委託連携加算の算定はできません。
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Ⅲ 加算

２. 委託連携加算

○ 委託連携加算について（令和３年度富士市集団指導における質問回答について）

問 要介護から要支援認定となり、委託先の居宅から包括に情報提供が書面等であった場合、委託連携加算の
算定はできないのか。

答 居宅からの情報提供を受けているため算定はできません。

問 居宅から情報を得ても、包括から利用者に係る必要な情報を提供している場合には算定できるか。

答 包括からの情報提供を受けているため算定できます。

介護予防サービス計画の作成等のための情報提供が、

① 包括→居宅 …算定できる

② 包括⇔居宅 …算定できる

③ 包括←居宅 …算定できない
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Ⅲ 加算

２. 委託連携加算

○ 委託連携加算について（令和3年度富士市集団指導における質問回答について）

問 居宅から情報を得ても、包括から利用者に係る必要な情報を提供している場合には算定できるか。（続き）

答

（元々A居宅に委託していたが、新たにB居宅に委託することとなった場合）

④ 包括・A居宅→B居宅 …算定できる

⑤ A居宅→B居宅 …算定できない

（元々C居宅にて要介護として利用していたDさんが、区分変更の結果、要支援になった。C居宅での利用を継続
することとなった場合）

⑥ C居宅が計画作成をする際、C居宅の持っている情報のみで計画を作成した場合…算定できない

⑦ C居宅が計画作成をする際、C居宅の持っている情報だけでなく、包括からも情報を得て作成した場合

…算定できる
※ Dさんの計画をC居宅でなく、包括自身が作成をした場合は、C居宅から情報を得ても算定できません。



○ 委託連携加算について（令和3年度富士市集団指導における質問回答について）

※今後、取扱いが変更となる可能性があります。

包括 居宅

一般的なケース。包括から居宅に情報提供をすれば算定可。

居宅はそのままで、利用者の介護度が「要介護」から「要支援」に変わった場合。

利用者に係る情報は居宅の方が多く持っているものの、包括からも必要な情報を居
宅に提供していれば算定可。

居宅は変更しないが、利用者の転居等によりＡ包括からＢ包括へとエリアが変更とな
る場合

Ｂ包括からＡ居宅に対して必要な情報を提供していれば算定可。（包括エリアが変
われば、地域資源等の提供できる情報も変わってくるため、算定が可能。）

なお、この場合、包括のエリアが変わるため初回加算も併算定が可能。

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

Ａ包括

Ａ包括

Ａ包括

Ｂ包括

Ａ居宅

Ａ居宅(介護)

Ａ居宅(介護)

Ａ居宅

パターン①
入院 サービス利用なし 退院

１月 ２月 ３月 ４月 ５月

サービスを利用しない期間を挟む場合。

… 契約が続いている場合は算定不可

… 契約解除し、再委託をした場合は算定可

※初回加算においては過去２か月以上支援費が算定されていない場合には算定が可能となるが、
委託連携加算については「何か月以上あけば」といった基準は無い。



○ 委託連携加算について（令和3年度富士市集団指導における質問回答について）

※今後、取扱いが変更となる可能性があります。

包括 居宅

委託先がＡ居宅からＢ居宅に変わる場合。

Ａ包括が変更先のＢ居宅に対して必要な情報を提供していれば算定可。（Ａ居宅が
Ｂ居宅へ情報の引継ぎをしていたとしても、包括として改めてＢ居宅に情報提供を行
えば算定は可能。）初回加算は包括エリアが変わらないと算定できないが、委託連携
加算は同一の包括エリア内における居宅の変更であっても算定可能。

Ａ居宅内で担当者がａからｂへと変わった場合。

包括から居宅に対しては既に情報を提供しているため、居宅内で情報共有すること
で足りる。算定不可。

ケ
ー
ス
４

ケ
ー
ス
５

Ａ包括

Ａ包括

Ｂ居宅

Ａ居宅

Ａ居宅(担当者a)

Ａ居宅(担当者b)


